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はじめに 

国際間競争が激化する中、欧米系企業において株式関連報酬は居住国・国籍を問わない人材の獲得、動機付け、リテン

ションにおいて戦略的に用いられています。日系企業においても、平成 29 年度税制改正において役員報酬に関し中長期の

業績と連動する報酬や株式関連報酬の損金算入要件が整備されて以降、株式関連報酬を導入する動きが進んでいます。 

世界中で人材獲得競争が展開される現下のビジネス環境において日系企業が優秀な人材の獲得・リテインを図るために、

日本国内のみならずグローバル視点で、海外現地法人の経営幹部や海外赴任者に対する株式関連報酬の支給、もしくは

新制度の導入等について検討する必要性が高まっています。 

本稿では、特に株式関連報酬の支給対象者に海外居住者等が含まれる場合を想定し、株式関連報酬制度の導入・運

用・管理において企業が検討すべき税務上の課題を解説すると共に、望ましい運用体制について考察します。なお、このテーマ

は 2 回に分けてお届けします。 
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1. 海外居住者等への株式関連報酬支給に係る準備事項 

国際間異動者や海外の役員・従業員へ株式関連報酬を支給する場合には、日本の税制に加えて、現地の税制を事前調

査し、いずれの国においても個人・法人のコンプライアンス違反が生じないよう、企業として準備をする必要があります。 

個人の観点では、課税時期、課税所得、確定申告義務、社会保険料の支払い義務の 4 点に関して、日本と現地それぞれ

のルールに従い、然るべき税務手続きを履行する為に事前の調査が必要となります。  

法人の観点では、株式関連報酬に対する源泉徴収義務の有無、当局へのレポーティング義務の有無、株式関連報酬費用

の損金算入可否、つまり費用として落とすことができるのか否か、現地で特に留意すべき税制がないか等を事前に把握する必

要があります。 

次に、海外居住者等へ株式関連報酬を支給するケースでどのような課題が生じるのか、具体的に見ていきましょう。 

2. 海外居住者等へ株式関連報酬を支給する場合に生じやすい課題と対処法 

1. 課税タイミングに起因する課題 

株式関連報酬は、その類型によって課税が発生するタイミングが国によって異なるケースがあります。例えばドイツでは、事前交

付型の株式関連報酬、いわゆるリストリクテッド・ストックについては、交付されたタイミングで課税が発生する場合がありますが、

日本では一般的に譲渡制限が解除されたタイミングで課税が発生するため、数年単位で課税のタイミングが異なることになり

ます。 

ドイツにおいて事前交付時点で課税が発生する場合には、その時点では譲渡制限があることから、株の売却によって納税資

金を調達することができず、本人にとってはキャッシュフローの問題が生じることになります。この場合、現地法人籍の役員や従

業員にキャッシュフローの問題を許容してもらうのか、または企業が納税資金の貸付を行うといった対応を取るのか、判断が必

要になります。 

さらに、海外赴任者の場合には、ドイツ出向期間中に交付されたタイミングでドイツで課税が発生し、日本に帰国後に譲渡制

限が解除されて日本でも課税され二重課税が生じる可能性もあります。日本の所得税法上、このようなケースでは二重課税

の解消はできないため、その場合の補填ルールの明確化なども必要になります。 

なお、課税タイミングが同じであれば問題ないという訳ではない点にもご注意ください。例えば日本及び現地で共に源泉徴収

される場合には、やはり本人の手取り金額への影響が大きく、キャッシュフローの問題が生じることになります。 

したがって、課税のタイミングにより生じる課題については、事前に各国における課税関係を調査し、国ごとにプランの内容を調

整するなどの方針を検討することで、問題が発生する前に企業として対策することが推奨されます。 

2. 費用負担に起因する課題 

最近は日本法人の役員でありながら、赴任先である現地法人の CEO の役職も兼務するような役職兼務者が増えていますが、

法人間で費用負担が明確に定められていないケースが見受けられます。各法人における役職に対する報酬と、法人間におけ

るその費用負担が合理的ではないと税務当局からみなされた場合、報酬が損金不算入、つまり法人で費用に落とせないと

判断される他、国によっては PE リスクが生じる場合もあります。 

こうしたリスクの回避策として、対象者の役割に応じて法人間の費用負担を整備し合理的な内容とすることで、費用負担の

合理性と明瞭性を担保します。また、事前に PE リスクを分析することで、将来的な税務リスクを低減することが可能です。 

3. 各国固有の制度に起因する課題 

例えば米国では、株式関連報酬のタイプによっては米国国内法で定める要件を満たさない場合に、非適格の繰延報酬とみ

なされ課税のタイミングが早まる他、報酬額に対してペナルティが科されるケースがあります。これに関しては、制度設計の時点

で関連国における最新の税制を把握し、手当をする必要があります。 

4. 税負担に起因する課題 

海外赴任者については赴任元国と赴任先国の両方の国で株式関連報酬に対して課税が発生する場合があります。各国に

おける税制は異なるため、課税のタイミング、課税所得の計算方法や適用税率が影響し、国の組み合わせ次第で税負担額

が大きく異なってきます。特に二重課税が解消できないケースでは手取り額が大幅に減ることとなり、インセンティブとしての効果

が薄れることが懸念されます。 

こうした事態を避けるためにも企業として税負担や手取り額を検証した上で、海外赴任によって追加で発生する税コストをどこ

まで補填するかの方針を明確にし、制度として書面化することで、インセンティブとしての効果を担保することが重要です。 

海外居住者等へ株式関連報酬を支給する場合に一般的に想定される課題は、次表の通りです。 
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3. 株式関連報酬の管理・運用上の課題 

株式関連報酬を既に導入している企業の担当者は、管理運用面において、例えば次のような課題に直面しています。 

 管理スパンが長い（プランによっては管理スパンが何十年に及ぶ可能性もあります） 

 毎年新しいシリーズが発行される（各シリーズの課税タイミングに気を付ける必要があります） 

 違うタイプの株式関連報酬を導入される（タイプにより課税タイミングが異なります） 

 支給対象者が毎年追加され管理対象者が増加する、あるいは失効する（対象者の管理が大変です） 

 対象者の職位が変化した（従業員から役員に変わることで課税範囲が変わるケースもあります） 

 対象者が国を移動した（移動先国の税務コンプライアンスを遵守する必要が生じます） 

導入当初こそ対象者数やプラン数等が限定されており、社内の担当者が Excel で管理できていても、年数を重ねるごとに運

用・管理が煩雑・複雑化することは想像に難くありません。また、対象者が赴任・転籍・出張等で国を移動した場合には、日

本だけではなく移動先の国の税制及び移動履歴も考慮して関連諸国でコンプライアンス違反が生じないようにする必要があり、

Excel での運用・管理は益々困難となります。対象者が国内の役員・従業員に限定された状態であれば、国内の証券会社

や信託会社へ一任することも可能かもしれませんが、海外居住者等へ株式関連報酬を支給する場合には国内証券会社・

信託会社では適切な対応が難しくなります。 

4. 株式関連報酬に係る適正な運用体制の構築 

1. 税務コンプライアンスの遵守 

制度導入後は、株式関連報酬の受給や赴任のタイミングを考慮した税務コンプライアンスを遵守する運用体制を構築するこ

とが必要です。株式関連報酬に限らず、海外赴任者の所得について現地で適切に課税処理していなかったために期限後申

告や帰国後納税が必要となり、煩雑な手続きやペナルティ等による企業のコスト増が生じるケースが多発していますので注意

が必要です。 

各国における税務コンプライアンスを正しく履行するには、まずは情報管理が重要です。正しい人事情報・報酬に係る情報・

最新の税制に関する 3 種類の情報を継続的に管理し、これらの情報に基づいて企業は源泉徴収義務及び関連当局への報

告義務を履行し、受給者本人は確定申告を実施します。 

なお、海外居住者等の人事情報と、株式関連報酬に関する情報はそれぞれ別々の担当者が管理しているケースが一般的

なため、これらの最新情報を一括で吸い上げ、コンプライアンス義務を履行する給与計算の担当者や、実際に確定申告書の

作成を行う本人、または外部ベンダーとの連携を促す役割を明確にする必要があります。外資系企業では、ストックアドミニス

トレーターと呼ばれる担当者が給与計算担当者、本人、外部ベンダー等の関連者と連携を図り、主体的に株式報酬の運用

において中心的な役割を担っています。 

2. 税補填制度 

株式関連報酬制度を運用していく上では、正確な情報に基づく税務コンプライアンスの履行に加えて、適切な税補填制度を

構築しインセンティブ効果が損なわれないようにする配慮も必要です。 

海外赴任者に関しては、日本にいた場合に本人が負担したであろう税金額を本人が負担する代わりに、現地で生じた所得

税を企業が負担するように海外赴任規程を定めている日系企業が大半かと思われますが、株式関連報酬に係る税コストも

負担するのか、後のトラブルを回避するためにも事前に企業と本人との間で、負担範囲についてルールを明確にしておくことが
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望ましいと考えられます。なお、外資系企業ではタックスイコライゼーションポリシーを導入することで、海外赴任者の税負担にお

ける No Loss/No Gain を実現しています。 

望ましいオペレーション体制のイメージは下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おわりに 

株式関連報酬制度が適正に運用されるためには、各国税務コンプライアンス、適切な税補填、様々なタイプの異動者と株

式関連報酬、管理事務負担等の様々な要素を勘案しながら、最適でシンプルな管理・運用体制を整えることが必要となり

ます。既に運用を開始されている企業においても、現在の体制がグローバル視点や長期的運用に耐えうるものであるか、見直

してみてはいかがでしょうか。 

次回は外資系企業でのオペレーション事例およびソリューションについてご紹介いたします。 
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